
資料１

中間とりまとめのふり返りとその後の状況について

第７回 自動車関連情報の利活用に関する
将来ビジョン検討会（テーマⅠ）将来ビジョン検討会（テ マⅠ）

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



１．中間とりまとめの概要

２．閣議決定と予算への反映状況２．閣議決定と予算 の反映状況

３ 今後の進め方３．今後の進め方
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１．中間とりまとめの概要（１）

自動車関連情報の利活用の現状

○ 自動車が収集 発信できる情報は 近年の自動車のＩＴ化の進展によ て 膨大か 多岐にわた ており 今後は○ 自動車が収集・発信できる情報は、近年の自動車のＩＴ化の進展によって、膨大かつ多岐にわたっており、今後は、
それらの情報の利活用をいかに進めていくかが課題。

我が国の現状

順位 国名○ ＩＴの進展 普及

○ 近年、電気自動車やハイブリッド自動車に代表されるような次世代自動車の普及により、自動車のコンピュータ化が大幅
に進展。

次世代自動車(ＰＨＶ・ＥＶ・ＨＶ)の
売台数と割合

世界経済フォーラム
ＩＴ競争力ランキング（2013）

我が国の現状 （参考）

順位 国名

1 フィンランド

2 シンガポール

3 スウ デン

○ ＩＴの進展・普及
に伴い、２０２０年

には国際的なデジタ
ルデータ量は２０１０
年時の約４０倍
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販売台数と割合

自動車の走行
情報・搭載機
器状態等、大
量 情報が収

(単位：万件)

3 スウェーデン

4 オランダ

5 ノルウェー

7 イギリス

(40ZB)に増加。

出典： 各社ホームページより国土交通省作成
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量の情報が収
集・発信可能

出典： 東京大学 喜連川優
7 イギリス

9 アメリカ

10 台湾

11 韓国

○自動車のＩＴ化が進展したことによる影響事例
自動車整備方法は、従来の機械的な方法ではなく、外部

から車載コンピュータに接続し、専用ツール（スキャンツー
ル）を用いて車載装置の故障状況を診断する方法に変化。

自動車の走行データ（位置、速度等）を用いて、リアル
タイムに個々の自動車ユーザーに提供する“テレマティク
スサービス”が発達。

○テレマティクスサービスの発達

11 韓国

13 ドイツ

14 香港

車両搭載
装置の状
態を表示

ＯＢＤ－Ⅱ※1ポート

※２

）を用 車載装置 故障状況を診断する方法 変化。 スサ ビス が発達。
リアルタイムの渋滞情報、天気予報等
が提供可能（千台）

カーナビ出荷台数の推移

21 日本

（参考）
中国58位、インド68位

※１：車載式故障診断装置
※２：電子制御装置(Electronic Control Unit) 出典： 各社ホームページより国土交通省作成
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○欧米では、自動車関連情報を組み合わせて自動車ユーザーに提供するサービスが既に発達している。

１．中間とりまとめの概要（２）

海外の自動車関連情報の利活用状況

○欧米では、自動車関連情報を組み合わせて自動車ユ ザ に提供するサ ビスが既に発達している。

イギリス ： Ｉｎｓｕｒｅ Ｔｈｅ Ｂｏｘ 社

自動車保険件数全体に占めるテレマティクス保険※の割合（予測）

35

40

米国 欧米では2020年に約3

％

※自動車に搭載

テレマティクス保険

○ 自動車の走行距離や運転特性（急ブレーキ・発進等）に基づき、保

険料を算定するサービスを提供。Good driverに認定された場合、走

行距離にボーナスが付き、実走行距離より短い距離で保険料算定。

（ アメリカ P i I 社もほぼ類似のサ ビスを提供）
10
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30 イタリア

英国

他、ヨーロッパ

ドイツ

フランス

欧米では2020年に約3
割に到達するとの予測

自動車 搭載
された通信シ
ステムから取
得した走行
データを活用し
た保険

（ アメリカ ： Progressive Insurance 社もほぼ類似のサービスを提供）

0

5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

（参考）【保険内容の特徴の比較】

テレマティクス保険 一般的な自動車保険テレ ティクス保険 般的な自動車保険

○ 判断要素の項目
・ 急加速、急ブレーキ、急ハンドルの回数、実走行距離等のドライ

バーの運転特性に関するデータ。

○ 保険会社は、計測された運転特性に関するデータを利用して保険

○ 判断要素の項目
・ 申込時に申告したドライバーの年齢、事故歴、車両の型式、年数、

年間走行距離、使用目的、免許証の色等の情報。

○ 保険会社は、申告された項目毎に保険契約者をグループ化し、リス

アメリカ ： ＣＡＲ ＦＡＸ 社

料を設定。 クを評価して保険料を決定。

トレーサビリティー・サービス

○ 中古車購入等に際し、車両の事故履歴、オーナー数、修理・整

備履歴、走行距離、水害履歴などの情報を有料で提供。

○ 見た目では判別しづらい、「車両骨格の歪み」「エアバックの作

右図：米国事例

(ＣＡＲ ＦＡＸ社 ＨＰ)

インターネットを通じ

て、自動車の過去の

オーナー数、事故・整

アメリカ ： ＣＡＲ ＦＡＸ 社

見 目 別 、 車 骨格 」

動履歴」「走行距離の改ざん」といった、車両の問題を把握可能。

レポートは1件約40ドル程度で提供。

オ ナ 数、事故 整

備履歴などを有償で

提供するサービス

出典：各社ホームページ、SAS Institute 3



１．中間とりまとめの概要（３）

我が国の自動車関連情報の利活用の課題
○我が国では自動車関連情報を利活用したサービスが、海外に比べ立ち後れている現状。動 情 、

○多種多様な自動車関連情報の融合により新たなサービスの創出・新産業への展開の可能性。

自動車関連情報の利活用に係る課題

○自動車関連情報の利活用を進める上での主な課題

→情報の仕様等の共通化・統一化が図られてないこと。

→中小企業の多い業界では情報の電子化自体が不十分であること。

→情報の保有主体が多数いる場合、新しいサービスの創出を適正かつ迅速に進めることが容易ではないこと。

○自動車関連情報の利活用を進める上での主な課題
→現行の個人情報保護制度との関係において、どの範囲の情報をどのように利活用することが適当であるのか十分に明確になっていないこと。

国土交通省 警察

自動車保険会社

所有者・車検情報等（契約確認）

盗難・事故情報事故情報

保険情報

他の自動車関連情報
との連携が不十分

国土交通省 警察

整備事業者 Ｄ整備工場
走行距離に応じた

Ｈ損保Ｇ損保

使用する車により、受

自動車販売店

所有者・車検情報等

Ｅ整備工場

Ｆ整備工場

保険商品提供
使用する車により、受
けられるサービスに差 整備業界内での部

分的な利活用にと
どまる

使用過程の自動車
情報の入手が困難

Ａ社自動車ユーザー Ｃ社自動車ユーザーＢ社自動車ユーザー

Ｆ整備工場

自動車メーカー

整備・修理情報

整備方法事例

課 題
リアルタイムの リアルタイムの

Ｂ社Ａ社 Ｃ社

走行情報

装備品情報

整備マニュアル

情報の利活用がまだ
十分進んでいない。

渋滞・天気情報等 渋滞・天気情報等
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○自動車の運行に必要な各種行政手続（検査登録、保管場所証明（警察）、自動車諸税の納税（県税）を、自動車保有関係手続きに

１．中間とりまとめの概要（４）

自動車関連手続きの利用環境の向上

窓口手続き ワンストップサービスを利用した手続き

ポイント①
○申請 納付手続きのため 各機関を訪れる必要

係るワンストップサービス（ＯＳＳ）によりオンラインで行うことが可能となっているが、対象地域や手続きが限定されているのが現状。

自動車を購入
警察署

イ
ン電子

①
全ての申請・納付手続きがオンラインで
一括して行うことが可能

①車庫証明申請

○申請・納付手続きのため、各機関を訪れる必要
警察署

電 デ タ

ワンストップ化

運輸支局

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

ワンストップサービスシス

電子
申請・納付

申請者
（購入者、手続
き

②検査登録申請、自
動車重量税納付

運輸支局

電子データの
やりとり

県税事務所

③自動車取得税、
自動車税の納付

ワンストップサ ビスシス
テム

き代理人）

ポイント②
いつでも、どこからでも、
２４時間３６５日手続可能

申請者
（購入者、手続
き代理人）

県税事務所

対象手続き
新車新規登録
（型式指定車）

※手続の終了後に、警察・運輸支局において、保管場所ステッカーおよび車検証等の受取が必要

（型式指定車）

○ユーザーの負担が大幅に削減（稼働地域でのディーラー代行

期待される効果

件
91万件

OSSの利用状況

今後の方針
（独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成２５年１２月閣議決定）より）

○ユ ザ の負担が大幅に削減（稼働地域でのディ ラ 代行
手数料は、通常に比べ8,000円低い）

新車新規登録
のうち、約６割
がＯＳＳを利用

61%
83万件

68万件

33万件

14万件

91万件

申
請
件

利
用

（現在） （平成２９年度まで）

○ 対象手続き ： 新車新規登録

○ 稼働地域 ： １１都府県

対象手続きを拡大

全国に拡大 5H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

14万件

3万件１万件１万件400件

件
数

用
率



１．中間とりまとめの概要（５）
自動車関連情報の利活用に関する将来ビジョンの検討
○「自動車関連情報の利活用による新サービスの創出・産業革新」、及び「行政手続きのワンストップ化の加速
を含 自 車 連 続 境 向 す 来 あ 方 年 有 者 なを含む自動車関連手続きの利用環境の向上」に関する将来のあり方について、今年２月から有識者からなる
検討会を設置し、検討を行っているところ。

○今後、本検討会において具体化・深度化を図り、年内に「自動車関連情報の利活用に関する将来ビジョン」を
策定する予定。策定する予定。

○ 海外の先進事例や検討会での議論を踏まえ 以下のサービス

自動車関連情報の利活用自動車関連情報の利活用 自動車関連手続きの利用環境の向上自動車関連手続きの利用環境の向上

自動車関連情報の利活用に関する将来ビジョン検討会中間とりまとめ（抄）自動車関連情報の利活用に関する将来ビジョン検討会中間とりまとめ（抄）

○ ＯＳＳの抜本的拡大をはじめ マイナンバー制度の活用等に○ 海外の先進事例や検討会での議論を踏まえ、以下のサ ビス
等を「重点テーマ」と位置づけ、その実現に向けて取組む。

①ＯＳＳの抜本的拡大
・自動車の走行情報から得られる急ブレーキ数や急発進数等

の運転特性に応じて保険料金が設定される新たな自動車保険

①テレマティクス等を活用した安全運転促進保険

概要 ・平成２９年度までに、全国４７都道府県でＯＳＳ※を稼働するとともに、
ＯＳＳ対象手続きを全ての手続に拡大

○ ＯＳＳの抜本的拡大をはじめ、マイナンバ 制度の活用等に
より、自動車関連手続きの利便の向上を実現。

②軽自動車 導

の運転特性に応じて保険料金が設定される新たな自動車保険
・交通事故数の削減、自動車保有に係るコスト低減

・中古車購入時に、過去のオーナー・事故・整備履歴等、見た目
ではわからない車両履歴情報を“見える化”。購入時の信頼性

②自動車トレーサビリティー・サービス

※現在、１１都府県において新車新規登録を対象に稼働

効果

概要

・手数料引き下げや審査手続の見直し等により、ＯＳＳと窓口手続きと
で差別化を図り、ＯＳＳの利用を一層促進

ＯＳＳ対象手続きを全ての手続に拡大

②軽自動車のＯＳＳ導入

・軽自動車についても早ければ平成３１年からＯＳＳを導入に
向けた検討を、今年度から実施

③マイナンバーの活用

向上、下取り価格の上昇により、買主・売主双方にメリット。

・自動車取引の安全・安心向上、流通市場の活性化。

③安全OBDに対応したスキャンツールの共通化

・安全に係る車両装置の故障診断を共通の機器（スキャンツール）

効果

概要 ③ イナン の活用安全に係る車両装置の故障診断を共通の機器（スキャンツ ル）
で可能とすることで、迅速かつ簡便な整備環境を実現

・安全性の向上、整備業界の活性化効果

概要
・マイナンバーの利用範囲拡大にあわせ、自動車関連手続
にマイナンバーを利用した更なる手続の利便向上を検討

※その他検査と整備情報の相関分析を通じた検査・整備の高度化・効率化も実施

○○ 今後、国においては情報の利活用による新サービスの創出に必要な環境整備等を図り、２０２０年頃今後、国においては情報の利活用による新サービスの創出に必要な環境整備等を図り、２０２０年頃
までに具体的なサービス等の実現までに具体的なサービス等の実現を目指すを目指す

○○ OSSOSSの抜本的拡大、マイナンバーを活用した自動車関連手続き等により、ユーザー利便の更なる向上を推進の抜本的拡大、マイナンバーを活用した自動車関連手続き等により、ユーザー利便の更なる向上を推進 6



１．中間とりまとめの概要

２．閣議決定と予算への反映状況２．閣議決定と予算 の反映状況

３ 今後の進め方３．今後の進め方
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１．日本再興戦略（平成26年6月24日改訂 閣議決定）への反映

２．閣議決定と予算への反映状況（１）

自動車関連情報の利活用の成長戦略等への反映状況

（３）新たに講ずべき具体的施策
③マイナンバー制度の積極的活用等

４．世界最高水準のIT社会の実現

（略） また、金融、医療・介護・健康、戸籍、旅券、自動車登録などの公共性の高い分野を中心に、個人情報の保護に配慮しつつ、マイナンバー利用
の在り方やメリット・課題等について検討を進め、今年度中にマイナンバーの利用範囲拡大の方向性を明らかにする。 （略）

二． 戦略市場創造プラン

②世界一のITS構築に向けた戦略の展開

テーマ３：安全・便利で経済的な次世代インフラの構築
（３）新たに講ずべき具体的施策

②世界 のITS構築に向けた戦略の展開

「官民ITS構想・ロードマップ」に基づき、官だけでなく民も含め世界一のITSを構築するため、官民連携推進母体を設置するとともに、総合科学
技術・イノベーション会議におけるSIPと連携しつつ、戦略を展開する。その中で、2020年代後半以降に完全自動走行システムを試用開始するこ

とを目指し、技術開発や制度整備を推進するとともに、交通データの利活用により、ビッグデータを活用した道路ネットワークの最適利用、大型車
両の通行適正化、自動車関連情報の利活用による新サービスの創出等を推進する。

２．世界最先端ＩＴ国家創造宣言（平成26年6月24日改訂 閣議決定）への反映

・・・安全運転支援、渋滞対策、災害対策等に有効となる交通情報の集約・配信に係る取組や、自動車関連情報の利活用を進めるほか、移動を支援す
（４）世界で最も安全で環境にやさしく経済的な道路交通社会の実現

るロボット技術等を活用した超小型モビリティ(１～２人乗りの超小型車)等の開発、普及を進める。(略)

４．交通政策基本計画（原案）（平成26年9月5日公表）への反映３．国土交通省重点政策２０１４（平成26年8月28日公表）
への反映 「交通政策基本計画（原案） に いては現在パブリ ク メントを

○自動車関連情報の利活用とＯＳＳに関しては工程表にも反映されている。

への反映

５．国際競争力の強化と世界の経済成長の取り組み

（６）Ｉ Ｔ等の活用によるイノベーション

Ｉ Ｔ等の活用や新たな技術の開発等により新たな成長分野を

「交通政策基本計画（原案）」については現在パブリックコメントを
募集中。本年中に閣議決定予定。

基本的方針Ａ． 豊かな国民生活に資する使いやすい交通の実現

第２章 基本的方針、目標と講ずべき施策

目標④ 旅客交通 物流のサ ビスレベルをさらなる高み 引き上げる
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Ｉ Ｔ等の活用や新たな技術の開発等により新たな成長分野を

切り開くイノベーションの創出・環境整備を目指す。自動車関
連情報の利活用による新サービスの創出等を推進する。(略)

・我が国が優位性を有する自動車に係る様々な情報を利活用し、
イノベーションの活性化による新サービスの創出・産業革新等を
図るための方策を検討する。

目標④ 旅客交通・物流のサービスレベルをさらなる高みへ引き上げる



３．閣議決定と予算への反映状況（２）

平成２７年度予算概算要求について 要求額：４，９６７百万円

○ 国の検査登録情報をはじめ、車両の位置・速度情報や事故・整備履歴情報等の自動車関連情報の利活用による新サービスの
創出 産業革新を図るとともに 活用による自動車関連手続き 更なる利便向上を推進する

自動車分野におけるＩＴ利活用の現状と課題自動車分野におけるＩＴ利活用の現状と課題

～自動車関連情報の利活用～～自動車関連情報の利活用～～自動車関連情報の利活用～～自動車関連情報の利活用～ ～ＩＴを活用した自動車関連手続き～～ＩＴを活用した自動車関連手続き～

＜現状＞ ＜現状＞

創出・産業革新を図るとともに、ＩＴの活用による自動車関連手続きの更なる利便向上を推進する。

＜現状＞
○自動車のＩＴ化によって、自動車を起点とした情報は膨大かつ多様。
＜課題＞

○欧米では自動車関連情報を利用したサービスが幅広く展開さ
れているが、我が国では各々事業主体が個別に情報を保有・
活用する等 利活用が進んでいない。

＜現状＞
○Ｈ17年12月より、新車の登録等の手続きを、オンラインでワンストップで行

えるサービス（ＯＳＳ）を開始。 現在、11都府県においてサービスを実施。
＜課題＞
○諸外国ではマイナンバーを利用した行政手続きのワンストップ化が広く展

開。我が国では、H28年1月からマイナンバー制度を活用した行政手続きを
開始予定

ＥＶ、ＨＶや燃料
電池車等の増加

自動車関連情報の利活用に関する将来ビジョン検討会（中間とりまとめの内容）自動車関連情報の利活用に関する将来ビジョン検討会（中間とりまとめの内容）

自動車関連情報の利活用による新サービスの創出等自動車関連情報の利活用による新サービスの創出等 ＩＴの活用による自動車関連手続きの利用環境の向上ＩＴの活用による自動車関連手続きの利用環境の向上

活用する等、利活用が進んでいない。 開始予定。

有識者からなる検討会において、将来の自動車関連情報の利活用の将来のあり方について議論頂き、６月に中間とりまとめを公表。

○我が国において将来実現すべきサービス等として、４つの重点テーマの
実現に向けて取り組む。

○ ＯＳＳの抜本的拡大

・ＯＳＳの全国稼働及び対象手続きの全手続きへの拡大

＜重点テーマ＞

①テレマティクス※１等を活用した安全運転促進保険

②自動車 ビ ビ 開発

・ＯＳＳを利用した場合の手数料引き下げや審査手続見直し等による一層
の利用促進

○ 軽自動車へのＯＳＳの導入（早ければＨ31年）②自動車トレーサビリティーサービス※２の開発

③安全ＯＢＤ※３に対応したスキャンツールの共通化

④検査と整備の相関分析等を通じた検査・整備サービスの高度化・効率化

○ 軽自動車へのＯＳＳの導入（早ければＨ31年）
○ マイナンバー制度の活用による、更なる手続きの利便向上

新サービスの創出等を実現するための環境新サービスの創出等を実現するための環境整備整備 （２７年度は調査等を実施）（２７年度は調査等を実施） MOTASMOTAS OSSOSSシステムに必要な機能等システムに必要な機能等 を追加を追加 （２７年度 ２８年度で措置）（２７年度 ２８年度で措置）

・利活用する情報についての個人情報保護制度との関係整理
・情報の仕様の統一化・共通化、情報のデジタル化を推進するとともに、
収集・提供までのスキームの整理

・情報の収集・提供にあたっての 適切な運用を行うための管理体制の検討 等

・ＯＳＳの全国拡大・手続き拡大機能の追加・処理能力の確保
・システム間の機能統合・新技術の活用等による維持・運営費の
抜本的削減 等

新サービスの創出等を実現するための環境新サービスの創出等を実現するための環境整備整備 （２７年度は調査等を実施）（２７年度は調査等を実施） MOTASMOTAS・・OSSOSSシステムに必要な機能等システムに必要な機能等 を追加を追加 （２７年度・２８年度で措置）（２７年度・２８年度で措置）
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・情報の収集・提供にあたっての、適切な運用を行うための管理体制の検討 等

自動車分野におけるイノベーションの推進
※１：自動車等の移動体に搭載された通信システムを利用して情報のやりとりを行う技術
※２：車両の履歴情報（過去のオーナー数、事故・整備履歴等）を提供するサービス、※３：安全装置に係る車載式故障診断装置



１．中間とりまとめの概要

２．閣議決定と予算への反映状況２．閣議決定と予算 の反映状況

３ 今後の進め方３．今後の進め方
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中間とりまとめ以降の検討体制とスケジュール

○ 自動車関連情報の利活用について、中間とりまとめで掲げた４つの重点テーマを以下の２つのチームに分け、具体化・深度動 情 、 、具 深度
化を図り、年内の最終とりまとめに向けた議論を行う。

テーマⅠ
①テレマティクス等を活用した安全運転促進保険による事故の削減
②「安全ＯＢＤに対応したスキャンツールの共通化」を通じた次世代車両等の安全使用の推進

○ 検討体制 ・ スケジュール

テーマⅡ
③自動車の履歴情報を 収集・活用したトレーサビリティー・サービスの展開による自動車流通市場の活性化
④検査と整備の相関分析等を通じた検査・整備サービスの高度化・効率化

※ 敬称略 ◎：各テーマの座長

◎須藤 修 東京大学大学院情報学環長

梶浦 敏範 （株）日立製作所情報通信システム社 上席研究員

端 由美 自動車ジ

◎山野目 章夫 早稲田大学大学院法務研究科 教授
桑津 浩太郎 （株）野村総合研究所 ＩＣＴ・メディア産業

コンサルティング部 主席コンサルタント

テーマⅠ テーマⅡ

※ 敬称略 ◎ 各テ の座長

川端 由美 自動車ジャーナリスト

室山 哲也 日本放送協会 解説委員

森川 博之 東京大学先端科学技術研究センター 教授

コンサルティング部 主席コンサルタント
新保 史生 慶應義塾大学総合政策学部 教授
古川 修 芝浦工業大学大学院理工学研究科 特任教授
三谷 慶一郎 （株）ＮＴＴデータ経営研究所 情報戦略コンサルティング本部長

小田 曜作 自動車検査独立行政法人 理事
中 寛治 軽自動車検査協会 事

島﨑 有平 （一社）日本自動車販売協会連合会 常務理事

下平 隆 （ 社）日本自動車整備振興会連合会 専務理事 中山 寛治 軽自動車検査協会 理事長
島﨑 有平 （一社）日本自動車販売協会連合会 常務理事
下平 隆 （一社）日本自動車整備振興会連合会 専務理事
戸澤 秀実 （一社）全国軽自動車協会連合会 専務理事
内藤 政彦 （一社）日本自動車工業会 常務理事

下平 隆 （一社）日本自動車整備振興会連合会 専務理事

内藤 政彦 （一社）日本自動車工業会 常務理事

深田 一政 （一社）日本損害保険協会 常務理事

武藤 孝弘 （一社）日本中古自動車販売協会連合会 専務理事

・第 ６、７回（平成２６年 ９月） ： テーマⅠ、テーマⅡ検討会（海外調査報告、事業者等ヒアリング）

内藤 政彦 （ 社） 本自動車 業会 常務理事
深田 一政 （一社）日本損害保険協会 常務理事
堀内 俊樹 （一財）自動車検査登録情報協会 顧問
武藤 孝弘 （一社）日本中古自動車販売協会連合会 専務理事
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第 ６、７回（平成２６年 ９月） ： テ マⅠ、テ マⅡ検討会（海外調査報告、事業者等ヒアリング）

・第 ８、９回（平成２６年１１月） ： テーマⅠ、テーマⅡ検討会（論点整理等）

・第 １０回（平成２６年１２月） ： 各テーマの検討状況の報告、最終とりまとめ（案）の議論
・年内 ： 最終とりまとめ



重点テーマの具体化に向けた議論 ～テーマⅠ～

○ 「テーマⅠ」では、①テレマティクス等を活用した安全運転促進保険、②安全ＯＢＤに対応したスキャンツールの

①テレマティクス等を活用した安全運転促進保険による事故の削減

②「安全OBDに対応したスキャンツールの共通化」を通じた次世代車両等の安全使用の推進
テーマⅠ

○ テ 」では、①テ ティク 等を活用した安全運転促進保険、②安全 に対応した キャンツ ルの
共通化について、具体化・深度化を図る。

○ 海外の先進事例や検討会での議論を踏まえ 以下のサービス等を「重点テーマ」と位置づけ その実現に向けて取組む

自動車関連情報の利活用自動車関連情報の利活用 （自動車関連情報の利活用に関する将来ビジョン検討会中間とりまとめ（抄）（自動車関連情報の利活用に関する将来ビジョン検討会中間とりまとめ（抄）

○ 海外の先進事例や検討会での議論を踏まえ、以下のサービス等を「重点テーマ」と位置づけ、その実現に向けて取組む。

・自動車の走行情報から得られる急ブレーキ数や急発進数等の
運転特性に応じて保険料金が設定される新たな自動車保険

①テレマティクス等を活用した安全運転促進保険

概要

○安全運転促進保険の実用化に向けた環境整備

・データフォーマットの統一化、データのオープン化等の必
主な
課題・自動車の安全性向上の観点からASV技術に着目した保険料割

引制度

・交通事故数の削減、自動車保有に係るコスト低減効果

概要 デ タフォ マットの統 化、デ タのオ プン化等の必
要な情報を取得・活用するための方策の検討

・ASV技術の事故削減効果を評価する方策等の検討

課題

②安全 に対応した キ 共通化②安全OBDに対応したスキャンツールの共通化

・安全に係る車両装置の故障診断を共通の機器（スキャンツール）

で可能とすることで、迅速かつ簡便な整備環境を実現概要

○安全OBDに対応したスキャンツールの共通化方
法の策定

・適切に安全診断が行える情報の取扱の共通化

主な
課題

・安全性の向上、整備業界の活性化効果
適切に安全診断が行える情報の取扱の共通化

・共通化すべき安全に係る装置情報の選定
・スキャンツールに求められる機能等の検討

○個人情報保護制度との関係整理○個人情報保護制度との関係整理

・個人に関する情報の取扱いに関して、プライバシーの保護への配慮
・個人情報保護制度の見直しに併せ、同制度との整合を図った取扱指針の検討・策定

共通した
主な課題
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重点テーマの具体化に向けた議論 ～テーマⅡ～

○ 「テーマⅡ」では、③トレーサビリティー・サービス、④検査と整備の相関分析等を通じた検査・整備の高度化・効率化

テーマⅡ

○ テ 」では、③ト サ リティ サ 、④検査と整備の相関分析等を通じた検査 整備の高度化 効率化
について、具体化・深度化を図る。

③自動車の履歴情報を収集・活用したトレーサビリティー・サービスの展開による自動車流通市場の活性化
④検査と整備の相関分析等を通じた検査・整備サービスの高度化・効率化

自動車関連情報の利活用自動車関連情報の利活用 （自動車関連情報の利活用に関する将来ビジョン検討会中間とりまとめ（抄）（自動車関連情報の利活用に関する将来ビジョン検討会中間とりまとめ（抄）

③自動車トレーサビリティー・サービス

・中古車購入時に、過去のオーナー・事故・整備履歴等、見

た目ではわからない車両履歴情報を“見える化”。購入時

の信頼性向上、下取り価格の上昇により、買主・売主双方

にメリット。

概要

・サービスに必要な履歴情報等の選定やその収集方法等の検討

・情報の集約・管理を行うための体制の検討

主な
課題

○自動車の履歴情報等の集約・管理を行う体制の構築

・自動車取引の安全・安心向上、流通市場の活性化。効果

④検査と整備の相関分析等を通じた検査・整備の高度化・効率化

・検査情報と整備情報等の集約・分析を通じて、保安基準の
概

○検査・整備情報の収集・分析手法の開発検査情報と整備情報等の集約 分析を通じて、保安基準の

見直しや検査の重点化等、機動的な制度設計及びリコー

ル部品の早期発見等を実現

・安全性の向上、検査・整備の効率化、自動車製作への活用効果

概要 ・必要な情報の選定・取得方法の検討

・収集された自動車の検査情報と整備情報との相関分析手法の

検討

・分析結果を反映させる方策の検討

主な
課題

○個人情報保護制度との関係整理
○整備情報等の電子化の推進

・個人に関する情報の取扱いに関して、プライバシーの保護への配慮
・整備・修理履歴情報の利活用の推進

・（一社）日本自動車整備振興会連合会による情報システ
共通した
主な課題

・個人情報保護制度の見直しに併せ、同制度との整合を図った取扱
指針の検討・策定

（ 社）日本自動車整備振興会連合会による情報システ

ムの活用も含め、個別の車両の整備・修理情報の電子

化、ネットワークを介して収集出来る方策についての検討

主な課題
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